
これまでに開催した土地区画整理審議会の開催状況をお知らせします。 

○第１６回土地区画整理審議会 

・開催日：２０２２年３月２２日  

・特別の宅地及び第９回仮換地指定について諮問しました。

審議の結果、原案に異存無い旨の答申をいただきました。 

 

 

 

 

 

２０１７年度より、既に土地使用契約を結んでいただいている土地所有者の皆様におかれては、

過年度に引き続き、土地使用契約の継続をお願い致します。 

なお、土地使用料のお支払につきましては、下記のとおりです。更に相続等による権利変動や振込

口座の変更がある場合には、下記のお問い合わせ先まで、届出をお願い致します。 

■当年度  4 月 1 日～9 月 30 日までの半年分 ⇒当年度の１１月末支払 

■当年度 10 月 1 日～3 月 31 日までの半年分 ⇒翌年度の５月末支払 

 

○権利変動及び住所変更等が生じた場合 

土地の売買や相続等による権利変動が生じた場合、住所変更や氏名の変更がある場合には届出

をお願い致します。各種届出の手続きについては、下記へお問い合わせください。 

〇建築行為等の制限について 

土地区画整理事業完了（換地処分）までの間に、建築行為や土地の形質変更等については、事業

に影響を及ぼす可能性もあるため、土地区画整理法第７６条に基づく、市長の許可を受ける必要が

あります。当地区内にて、建築行為等を計画されている方は、必ず事前に下記へご相談下さい。 

○譲渡所得に対する税金 

地区内の従前地等を売却した場合、原則として確定申告が必要となります。詳しくは管轄の税務署に

お問い合わせ下さい。 

 

事業認可前から本事業に携わっていただきました㈱UR リンケージとの包括支援業務委託契約が３月末

をもちまして終了となります。 

４月からは新たに玉野総合コンサルタント㈱が包括支援業務委託業者として本事業に携わることになり

ました。今後は玉野総合コンサルタント㈱が直接ご連絡やご訪問をさせていただくことがございますので、ご

協力をお願いいたします。なお、玉野総合コンサルタント㈱は令和４年７月に日本工営都市空間㈱へ社名

変更を予定しております。地権者の皆様にはご不便等お掛けしますが、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１７年１０月３１日に発足しました当地区の土地区画整理審議会は、２０２２年１０月３０日に５年間

の任期満了を迎え、解散となります。つきましては、第２期の審議会発足に向けた審議会委員の選挙を

行います。 

○審議会委員の定数、任期 

審議会委員の定数、任期は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○主な選挙の流れ 

審議会委員の決定までの主な流れは下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○選挙人について 

審議会委員への立候補及び投票できる方は、地区内の土地所有者及び借地権者となります。借地

権が未登記の方や登記名義人が亡くなり相続登記を済ませていない方は、審議会委員への立候補や

投票ができないことになります。左面のお問い合わせ先まで、届出をお願い致します。 

地権者の皆様へは、①選挙期日の公告後に、審議会委員の選挙に関するお知らせ文を送付いたします。

選挙日程等の詳細な内容は、お知らせ文をご確認下さい。  
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２０２２年３月 

発行：吉川市 都市整備部 

吉川美南駅周辺地域整備課 

電話：048-982-9425（直通） 

 １ 土地区画整理審議会（第２期）委員の選挙について 

 

６ 土地区画整理審議会・評価員会の開催状況について 

８ 吉川市からのお願い 

【審議・説明事項】 

・特別の宅地について（諮問第１８号） 

・第９回仮換地指定（諮問第１９号） 

 

７ 土地使用承諾のお願い 

お問い合わせ先 

【事業施行者】 
吉川市 都市整備部 吉川美南駅周辺地域整備課 
〒342-8501 
吉川市きよみ野一丁目 1 番地 
ＴＥＬ：048-982-9425（直通） 

【支援事業者】 
玉野総合コンサルタント株式会社 
〒342-0038 
吉川市美南２丁目２３番地１ 
スマエコシティ吉川美南駅前ビル 3 階 

（事務所開設日：令和４年４月中旬以降予定） 

TEL：048-984-4040 

 

 

土地区画整理法第９５条にて、公共・公益施設等の宅地（これを「特別の宅地」と

言います）に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、

換地を定めることができると規定されています。 

９ 事業支援者に関するお知らせ 

（１）審議会委員の定数 １５名  

委員の内訳   

  ①土地所有者・借地権者 １２名 地権者の内から選挙により選出 

 ②学識経験者 ３名 施行者（市）が選任 

（２）委員の任期 ５年間  
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※②、③、⑤は、地権者の方が直接係わる項目となります。 選挙に関する 
お知らせ文の送付 

【２０２２年７月予定】 



 

事業の主な進捗状況と今後の予定は下記の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮換地指定は２０１９年５月２３日に第１回指定を行い、２０２２年３月２２日までに９回実施しています。 

第１回指定では、地区全体の換地面積に対して約３１％が指定されました。産業ゾーンへの申出地

権者の方への仮換地指定を行った第５回指定（２０２０年１０月）時点で約５６％、その後、仮換地の

合意形成を推進した結果、第９回（２０２２年３月末）時点で、約７２％まで達しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮換地指定にあたっては、下記の土地を対象に行っています。 

①仮換地に合意し、且つ土地使用契約済みの土地 

②土地区画整理法第９８条の基づき工事のために必要となる土地 

また、建付け地の地権者の方におかれては、仮換地の合意が図れていても、工事着手が近づいた

時点で、順次指定する予定となります。予めご承知おき下さい。 

 

当地区では、地権者の皆様から土地使用の承諾をいただき、都市計画道路などの早期供用開始を目指

して工事を進めており、現在、JR 沿い道路と接続する道路の形が見えてきました。（写真①②） 

一方で、２０１９年より工事着手しました１号調整池も形が判るようになってきました。（写真③④） 

工事期間中、一部歩道の切回しや通行規制等により、地域の皆様にはご不便をお掛けしております。

安全の確保に十分な対策をたてて進めて参りますので、ご理解ご協力のほど、お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の秋より、県道越谷流山線における県道拡幅の工事に

着手しています。 

今年度は右図の区間にて、既設水路の撤去、新設水路の

敷設を実施します。そ前段といたしまして、当該区間の県道拡

幅部及び工事に影響のある範囲の工作物等の撤去及び土地

使用のお願いを予定しています。 

 

 

２

 

まちづくりの進め方について 

 

４ 工事のお知らせ 

 

～２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４～２０２６年度   

          

        

 

  

土地区画整理審議会 
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仮換地指定 
（第１回～ 
第９回） 

 

仮換地指定（第１０回～  ） 

※主に仮換地に合意し、且つ土地使用
契約済みの土地、工事のために必要
となる土地を対象に行っていきます。 
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土地使用承諾 ／ 建物等移転補償 

盛土工事 ～ 圧密沈下 ～排土工事 
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上下水道等地下埋設物工事 ～ 道路整備工事 

【第１回】 
２０１９年５月 

３

 

仮換地指定の状況  

 

【第５回】 
２０２０年１０月 

【第９回】 
２０２２年３月 

仮換地指定 
面積率 
３１．１％ 仮換地指定 

面積率 
５６．０％ 

仮換地指定 
面積率 
７２．２％ 

今後の 
仮換地指定 
面積率 
２７．８％ 

今後の 
仮換地指定 
面積率 
６８．９％ 

今後の 
仮換地指定 
面積率 
４４．０％ 

５ 今後の工事の予定について 

 

吉川美南駅 

県道拡幅工事区間 

④１号調整池雨水流入口側 

① 
② 

④ 
③ 

②ＪＲ沿い道路と接続する幹線道路（西側） 

①ＪＲ沿い道路と接続する幹線道路（東側） 

③１号調整池放流口側 

放流口 

↓ 

雨水流入口 

↓ 

工事施工においては、地権者の皆様の生活環境に極力影

響が生じないよう配慮して進めてまいります。ご理解ご協力の

ほど、お願い致します。 


